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「「「「岩手県岩手県岩手県岩手県産業再生産業再生産業再生産業再生復興推進計画復興推進計画復興推進計画復興推進計画」」」」のののの認定申請認定申請認定申請認定申請について 

    

１ 認定申請計画 

（1）計画作成主体 

岩手県（市町村の意見を聴取した上で、県が計画を作成し認定申請を実施） 

（2）認定申請計画の名称 

岩手県産業再生復興推進計画 

（3）計画の概要 

  別紙のとおり。 

２ 本県における復興特区制度の活用の考え方（イメージ） 

復興交付金事業計画復興交付金事業計画復興交付金事業計画復興交付金事業計画

交付金事業（著しい被害を受けた

地域の復興のための事業）に関

する計画

復興整備計画復興整備計画復興整備計画復興整備計画

土地利用の再編に係る特例許

可・手続の特例等を受けるための

計画

東日本大震災復興特別区域法に基づく復興特区制度の活用の考え方

復興特別区域としての計画作成ができる地方公共団体

の区域

本県においては、全市町村が対象区域

復興推進計画復興推進計画復興推進計画復興推進計画

個別の規制、手続の特例や税制

上の特例等を受けるための計画

県、市町村が単独又は共同で作成

民間事業者等の提案が可能

市町村が単独又は県と共同で作

成

市町村が単独又は県と共同で作

成

内閣総理大臣内閣総理大臣内閣総理大臣内閣総理大臣のののの認定認定認定認定

•必要必要必要必要にににに応応応応じじじじ、、、、公聴会公聴会公聴会公聴会、、、、公告公告公告公告、、、、縦覧縦覧縦覧縦覧

•復興整備協議会復興整備協議会復興整備協議会復興整備協議会でででで協議協議協議協議・・・・同意同意同意同意 内閣総理大臣内閣総理大臣内閣総理大臣内閣総理大臣のののの認定認定認定認定

計画計画計画計画のののの公表公表公表公表

・・・・住宅住宅住宅住宅、、、、産業産業産業産業、、、、まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり、、、、医療医療医療医療・・・・福祉等福祉等福祉等福祉等

のののの各分野各分野各分野各分野にわたるにわたるにわたるにわたる規制規制規制規制、、、、手続手続手続手続のののの特例特例特例特例

・・・・雇用雇用雇用雇用のののの創出等創出等創出等創出等をををを強力強力強力強力にににに支援支援支援支援するするするする税制税制税制税制

上上上上のののの特例措置特例措置特例措置特例措置

・・・・利子補給利子補給利子補給利子補給

土地利用再編土地利用再編土地利用再編土地利用再編のためののためののためののための特例特例特例特例

・事業に必要な許可の特例

・手続のワンストップ処理

・新しいタイプの事業制度の活用

復興地域復興地域復興地域復興地域づくりをづくりをづくりをづくりを支援支援支援支援するするするする

新新新新たなたなたなたな交付金交付金交付金交付金（（（（復興交付金復興交付金復興交付金復興交付金））））

・４０のハード補助事業を一括化

・使途の緩やかな資金を確保

・地方負担を全て手当て

・執行の弾力化・手続の簡素化

国国国国とととと地方地方地方地方のののの

協議会協議会協議会協議会

・地域からの新たな

特例の提案等につ

いて協議

・県ごとに設置

・現地で開催

・復興庁が被災地の

立場に立って運営

特例特例特例特例のののの追加追加追加追加・・・・充実充実充実充実

岩手復興特区を基に、「まちづく

り」「産業再生」「再生可能エネル

ギー」「保健・医療・福祉」をテーマ

とし、各市町村の特例活用の意向

を踏まえた復興推進計画を県と市

町村共同で作成する方向。

各市町村における復興のまち・地

域づくりを進めるために必要な復興

整備事業や各種特例等を踏まえ、

県として、復興整備事業の円滑で

迅速な実施に向けた市町村復興整

備計画の作成を支援。

県が交付対象となる復興交付金

事業の実施が予定される市町村

において、各市町村と県が共同に

より復興交付金事業計画を作成

する方向。

本

県

に

お

け

る

制

度

活

用

の

考

え

方

県と市町村が連携し、計画を作成

新新新新たなたなたなたな特例特例特例特例

のののの提案提案提案提案

 

 本日、東日本大震災復興特別区域法（以下「復興特区法」という。）第４条第１

項に基づき、岩手県として２件目となる「岩手県産業再生復興推進計画」の認定

申請を行いました。 

 なお、本県においては、１月 31 日に認定申請を行った「保健・医療・福祉」

及び今回の認定申請テーマの他に、「まちづくり」、「再生可能エネルギー」に関し

ても検討を進めており、市町村のニーズ等を把握しながら復興推進計画の作成や、

「国と地方の協議会」への新たな規制・手続の特例措置の提案など、順次認定申

請等を進めていく予定です。 

本認定申請は、復興特区法に規定された３種類の

計画のうち、「復興推進計画」に係る部分です。 

記 者 席 配 布 資 料 

平 成 2 4 年 2 月 6 日 

復 興 局 

（担当 復興局企画課 内線 6946）
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（別紙） 

岩手県産業再生復興推進計画岩手県産業再生復興推進計画岩手県産業再生復興推進計画岩手県産業再生復興推進計画のののの概要概要概要概要 

１ 計画の位置付け 

東日本大震災復興特別区域法（以下「復興特区法」という。）に基づく復興推進

計画 

２ 計画の特徴 

産業の集積等による雇用機会の確保・創出を図るとともに、地域の特性を生かし

た産業を振興することにより、被災地域の経済の活性化を図ることを目的として、

復興特区法第３章第２節に規定する産業集積に係る税制上の特例措置等を有効に

活用するために計画したもの。 

【主な特例措置】 

（１）被災地の雇用創出を促進するための税制上の特例措置 

（２）地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置 

（３）医療機器製造販売業等に係る特例措置 

３ 計画作成主体 

岩手県（市町村の意見を聴取して、県が計画を作成し認定申請を行ったもの） 

４ 計画の概要 

(1) 計画地域の設定 

地域区分 左記の定義 地域設定の概要 

復興産業 

集積区域 

復興推進計画の目標を達成する

ために産業集積の形成及び活性

化の取組を推進すべき区域 

産業集積に適した区域であって、次

のいずれかに該当すること。 

①雇用等被害地域と日常的に取引関

係がある又は見込まれる企業・産

業が集積しており、雇用等被害地

域の産業の活性化に寄与する区域 

②雇用等被害地域から通勤可能な距

離にあり、東日本大震災による離

職者の雇用に寄与する区域 

 

うち 

雇用等被害 

地域 

東日本大震災により多数の被災

者が離職を余儀なくされ、又は

生産活動の基盤に著しい被害を

受けた地域 

沿岸 12 市町村 

  計 ２２９区域 ※ 

(2) 産業集積を目指す対象業種（主な業種） 

・ 食産業・水産加工業 

・ 観光関連産業 

・ 木材関連産業 

・ 自動車関連産業 

・ 半導体関連産業 

・ 医療機器関連産業 

    ※ 主要関連業種も集積の形成及び活性化を目指す業種として設定。 

※ 復興産業集積区域数等については、今後、認定 

までの間に修正となることがある。 
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内閣総理大臣による認定後、計画に基づく特例等の活用を開始

被災地の雇用創出を

促進するための

税制上の特例措置

地方税の課税免除

又は不均一課税

に伴う措置

医療機器製造販売業

等に係る特例措置

復興産業集積区域における特別償却又は税額控除（選択適用）復興産業集積区域における特別償却又は税額控除（選択適用）

復興産業集積区域における法人税の特別控除復興産業集積区域における法人税の特別控除

復興産業集積区域における新規立地促進税制（５年間無税） ※復興産業集積区域における新規立地促進税制（５年間無税） ※

復興産業集積区域における研究開発税制の特例等復興産業集積区域における研究開発税制の特例等

※ 雇用に大きな被害が生じた地域を有する地方公共団体が設置する復興産業集積区域内に限る。

適

用

選

択

復興産業集積区域内における産業集積の形成等に資する事業に係る

事業税、不動産取得税又は固定資産税の課税免除又は不均一課税

⇒地方団体の減収額を特別交付税の算定の基礎に算入

復興産業集積区域内における産業集積の形成等に資する事業に係る

事業税、不動産取得税又は固定資産税の課税免除又は不均一課税

⇒地方団体の減収額を特別交付税の算定の基礎に算入

計画区域内における医療機器の製造販売業等における医療機器の統

括製造販売責任者等の資格要件の特例（実務経験の要件の緩和）

計画区域内における医療機器の製造販売業等における医療機器の統

括製造販売責任者等の資格要件の特例（実務経験の要件の緩和）

岩手県産業再生復興推進計画

復興特別区域制度を活用した復興の推進について

【目的】 復興特区制度を活用し、産業の集積等による雇用機会の確保・創出を図るとともに、地域の特性

を

生かした産業を振興することにより、被災地域の経済の活性化を図る。

【区域】 岩手県全域（ただし、東日本大震災復興特別区域に定める「復興産業集積区域」を各市町村に設定）


